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　電子入札システムを操作する際に使用している『ＩＣカード』には有効期限が設定されて
います。有効期限を過ぎている『ＩＣカード』は使用できませんので、有効期限内に更新の
手続きをお願いします。更新の手続き方法等については『ＩＣカード』を購入した認証局に
確認してください。

大分県共同利用型電子入札システムホーム
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電子入札システムにおける『ＩＣカード』の更新について

認証局へＩＣカード
更新の申し込み 新しいＩＣカード到着

電子入札システムで
ＩＣカードの更新作業 更新手続き完了

ＩＣカードの有効期限内に行う

ＩＣカード更新手続きの流れ

※商号、代表者の名義の変更等があった場合にもＩＣカードの更新手続きが必要

電子入札システムにおけるＩＣカードの更新は、旧ＩＣカードの返却後あるいは旧ＩＣ
カードの有効期限切れ後には操作できません。ＩＣカードの更新の操作ができない場
合は、新しいＩＣカードにより新規に利用者登録を行ってください。
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